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市有地先着順売却案内（現在募集中の物件） 

 

 市有地の公募売却・一般競争入札売払いにおいて、落札されなかった物件又は落札者が

売買契約を締結しなかった物件（以下「不落等物件」という。）について、先着順で受付し、

随意契約により売払いします。 

 

１．不落等物件一覧 

物件

番号 
所   在 地目 地積（㎡） 価格（万円） 備考 

１ 
山川町１０２９番４ 

ほか２筆 
宅 地 ２０４．６１ ２７４ 

 

２ 利保町二丁目７番４ 宅 地 ３１８．０４ ４８９  

３ 本城１丁目１５１２番５ 宅 地 １９８．９５ ５１７  

４ 鹿島町６４０番２ 雑種地 ４５０．８７ １，１９０  

５ 鹿島町６２６番１ 宅 地 １４３．７３ １９１  

６ 山下町１０７２番１ 雑種地 １，７９０．３５ ３，０７０  

７ 山下町１０６８番１ 雑種地 １，００３．６８ １，６５０  

８ 山下町１０７３番１ 雑種地 ２３８．５４ ２７９  

・各物件の詳細は、物件調書をご確認ください。またご不明な点は、末尾の問合せ先にお 

問い合わせください。 

・物件の有無は受付状況により変化いたしますので、必ず事前にご確認ください。 

 

２．申込み 

（１）申込期間 

   先着順に売却します。 

   なお、１つの物件に対し、同日中に複数の申し込み者がいた場合は、同着とみなし、 

   くじにより受付順位を決定します。 

 

（２）申込時間 

   午前９時から午後５時まで（土日、祝日及び年末年始を除く） 

 

（３）申込先 

   足利市行政経営部契約管財課（本庁舎６階） 

    住所：足利市本城三丁目２１４５番地 

    電話：0284-20-2118 
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（４）申込方法 

   以下の申込書類をご用意の上、申込先窓口に直接お持ち願います。電話・メール・ 

郵送での申し込みはできません。 

区分 申込書類 備考 

全ての方 

普通財産売却申込書 足利市契約管財課ホームぺ

ージからダウンロード可 委任状（申し込みを行う方が代理人の場合） 

暴力団等の排除に関する誓約書 

個人の方 
住民票 

（個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の記載のないもの） 

「申込日から３か月以内に

居住地の市区町村が発行し

たもの」かつ「最新の内容

のもの」（コピー可） 

共有名義で申し込む場合は 

共有の方の分も必要となります 

法人の方 
履歴事項全部証明書 

（商業登記簿謄本） 

「申込日から３か月以内に

取得したもの」かつ「最新

の内容のもの」（コピー可） 

 

（５）申込資格 

    申し込み者は個人又は法人とします。また、共有（２名以上の個人）名義による 

   申し込みも可能です。ただし、次のいずれにも該当しない方に限ります。 

    

①未成年者、成年被後見人、成年被保佐人など、売買契約を結ぶ能力のない方 

（特別な場合を除く）。 

   ②破産者で復権を得ない方。 

   ③足利市税を滞納している方。 

   ④市の公有財産に関する事務に従事している職員。 

   ⑤暴力団、暴力団員及びその密接関係者。 

 

３．契約 

（１）契約期限 

    申し込み後、申込資格の審査を行い、売却することを決定した場合のみ「売却決 

定通知」を申し込み者に交付します（申込から概ね２～３週間程度）。 

「売却決定通知」受領後、７日以内（土・日・祝日を除く）に売買契約を結んで 

いただきます。 

 

（２）契約当事者資格の確認についての同意 

契約に先立って、申込資格を確認することに同意をしていただきます。 
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（３）契約保証金の納付 

    契約日までに売買代金の１０％以上の金額を、契約保証金として市が発行する納 

   入通知書により納付してください。 

 

（４）契約の締結 

    契約にあたって、以下のものをご用意ください。 

   ①契約保証金領収書 

   ②収入印紙（契約書１通分） 

   ③印鑑（認印可） 

    契約書は、市で用意します。 

 

（５）売買代金（残金）の納付 

    契約締結日の翌日から起算して６０日以内に、売買代金（（３）の契約保証金を除 

いた額）を市の発行する納入通知書でお支払いください。 

  

（６）契約不履行 

契約不履行により契約解除となった場合には、納入された契約保証金はお返しし

ません。 

 

４．登記等 

（１）所有権移転・物件引渡し 

   売買代金が全額納入された時点で市より所有権が移転します。 

   所有権移転をもって物件の引き渡しとし、物件は現況にて引き渡しとなります。 

 

（２）登記 

    所有権移転登記は市で行いますが、以下の書類が必要です。 

①登録免許税（収入印紙もしくは登録免許税を納付した領収書原本） 

②売買代金（残金）領収書 

③住民票抄本（個人の場合のみ） 

 ・共有で申し込んだ場合、共有者の方の分も必要となります。 

 

５．注意事項 

   次の事項に注意してください。 

  ①売買物件は現状有姿での引渡しとなります。したがって土地に現存する全てのもの 

   を含むものとし、工作物の撤去・除草等の対応を足利市は行いません。 

②現地説明会は行いません。現地は必ず確認し、売買物件の状況を確認してください。 

  ③売買契約締結後、売買物件に数量の過不足、地中障害物その他瑕疵のあることを発 

見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはで 
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きません。 

  ④各種供給処理施設（ガス・上下水道・電気等）の利用に当たっては、各供給機関と 

   十分協議を行ってください。なお、利用に当たっては必要な工事等については、申 

し込み者が負担するものとします。 

  ⑤物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱（電柱附属物等を含む）・支線・道路 

標識（カーブミラー等を含む）等がある場合の移設・撤去等の可否等の取扱いにつ 

いては、設置者及び管理者にお問い合わせください。足利市ではこれらについて対 

応できませんのであらかじめご了承ください。 

  ⑥物件調書は、申し込み者が物件の概要を把握するための参考資料となります。物件 

概要について、極力特記事項に記載しておりますが、現況と相違している場合、現 

況が優先します。 

⑦物件に建築しようとする建物等によって、法律関係は異なりますので、申し込み者

が関係する部署に事前に確認してください（希望する建物が建築できない場合があ

ります）。 

  ⑧申し込みができない方の応募であると判明した場合、その方の応募は無効となり、 

順位が次の方が繰り上がります。 

  ⑨売買物件の取得に伴い、不動産取得税（県税）が課税されますので、ご留意くださ 

い。 

  ⑩その他不落物件等の受付中止・終了に関する情報は市ホームページにて告知いたし 

ます。 

   

６．問い合わせ先 

   〒326-8601 足利市本城三丁目２１４５番地 

   足利市契約管財課財産管理担当 

   電話 0284-20-2118 

   電子メールアドレス keiyakukanzai@city.ashikaga.lg.jp 

 

〈参 考〉 

 契約にあたっての費用 

〇印紙税額  

売買代金（契約金額） 税額（収入印紙） 

100万を超え 500万円以下 １千円 

500万円を超え 1千万円以下 ５千円 

1千万円を超え 5千万円以下 １万円 

5千万円を超え 1億円以下 ３万円 

 

〇登録免許税 

 不落等物件の固定資産税評価額（千円未満切捨て）×１．５％（税率） 

＝税額（百円未満切捨） 

mailto:keiyakukanzai@city.ashikaga.lg.jp

